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論文

弥生・古墳時代の独立棟持柱建物に関する考察

山下優介

弥生・古j寅|時代の遺跡から検出される独立 にし ι この棋の建物には，本来的にiill!わるク

椋持柱建物に|期する{苛究は，従来，代表的な ラとしての実用的な機能と，農相H義干しという

事例を 1:1:'心として扱った議論が繰り返される 非日常的な機能が備えられていた可能性を指

ことで，特異な事例の解釈がこの種の建物に 摘した。また，独立棟持柱建物が営まれた社

ついての定説となりつつあった。しかしなが 会構造に関しては.弥生・古墳時代を通じて

ら，近年の発掘調査により検/J:'，{91Jは著しく増 この建物の性質に生じた変化の内容から解釈

力11し詳細に比較検討を行うことが可能と を行った。第ーには，区画施設を伴う事例が

なった今1:1の状況下では，これまでの代表例 弥生時代では少なく古墳時代では顕著になる

に頼った解釈は不適切であり，新たな解釈が ことから，弥生時代の集落内の階層差がやや

求められる。そこで本稿では， 11iill々 の事例の 緩i望であったのに対し古墳時代の集落には

基礎的情報に関する分析を重視する立場から 明瞭な階層差が存在することを考察した。第

考察を進めることで，独立1:n!持柱建物の性質 ニには，弥生時代の集務IHjにみられた独立棟

に|期してより蓋然性の高い解釈を導き，さら 持柱建物の多様性が古墳時代の事例には存在

には，この種の建物が営まれた社会構造を復 せず，古i賞。11寺代では集落問に共通する一定の

元しようと試みた。 規絡が認められることから，共通の理念に基

その結果，独立棟持柱建物の性質に関して づいて独立株持柱建物が管理される古墳H寺代

は，高床式建物であることの妥当性と，他の の社会構造を抗察した。

建物との集落内における IY:]1確な差異を明らか

I.研究のための視点、

l.独立棟持柱建物に|均する研究史と II号越の所在

独立棟持柱建物 1) に関する研究は， 1991 年，弥生時代の掘立柱建物をテーマとした第 29Iill 

埋蔵文化財研究集会において 宮本長二郎がこの建物の性倍について言及したことを契機に始

められた。;宮本は，独立椋持柱建物の現存例が伊勢神宮社殿に代表されるネ111明造形式として知

られることに言及し 神社建築との類似性を示したO そして， r弥生・古墳時代に遡ってこの

形式が科殿としての機能を有していたか否かの確証はない」ことを前提に置いた上で，遺構例

の少ないこと，集落の中心に位置すること，弥生土器や銅鐸に多く掛かれることから，この建

築物がのちのH寺代のネ!Ill設につながる特殊な建物であることを指摘した(宮本 1991: 33-54頁)。

宮本の指摘の背景には 1986 {j三の自身による鳥羽遺跡の建物についての報告がある。;宮本は

鳥羽遺跡から検出された二重の濠と一重の布!ij-'韮lいを伴う建物を，同時代の;遺構または後世の千ql

社建築と比較検討し神殿建築と結論づけている(宮本 1996)九

1990年代半ばには大阪府池上曽根遺跡から巨大な掘立柱建物が発見され，この分野の研究
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は大きな転機を迎えた。検出された大型建物が独立棟持柱をもつことが判明すると，集落構造

の解明を iヨ的とした研究と相まって この穫の建物に対ーする関心は非常に高まりをみせた。特

に広瀬和維がこの建物が神殿であるとの説を提示したことで特異性が広く認識され，より活発

な議論を ~I き j坦こした(広瀬 1998) 。

広瀬は，分析の結果として独立保持柱建物がネ111殿であると結論づけるのではなく，この種の

建物を予めネ11I殿と仮定したうえで11~1 々の検出事例について分類を行い，十Ij1般の機能，そして神

殿と人びとの関係がどのように選移したのかについての試論を提示した。 広瀬は，弥生時代後

期後半から庄内期にかけて検出i される独立棟持柱建物に i亙I~究施設が伴う例は， この混の建物が

当該期以前のクラと「干l財投Jとが可逆的である「神殿」の段階から，カミが常住する神殿へ変

化したことを示すと論じる。そのことから，弥生時代の人びとと古墳時代の人びとのカミ観念，

さらには代カミ観念全体の復原を試み，結論を導いた。

こうした広瀬の考え方に対して，岡田精司による神社の源流には大型の建築物を伴わないと

する古代建築史的な視点からの批判や，子111殿という概念規定の)Jf在日5性に着服した浅)Il 滋男によ

る批'1:lj ，あるいは千!lザ伎という m~告を弥生時代の建物に適用することに対する佐原真の批判など

がある(浅1111998，岡Il11999，佐!京 1996など)。

一方で雪地_I二曽根遺跡の調査は建物の構造復}]去を目的とした研究においても大きな意味をも

っ事例であった。宮本長二郎による棟持柱が建物にl向かつて斜めに立つ大型!高床式倉庫への復

原や，浅)11;滋男による池上曽根遺跡i~H土絵画土器を参考とした屋根倉型式の高床建物への復j京

を提案した研究がよく知られている。議論の末，地上曽根遺跡の大型建物は屋根倉型式に復原

され，そのことは独立棟持柱建物の機能に関してより多様な議論を可能とした(浅)111998)。

池上告パ史遺跡の発見以降，独立椋持柱建物を持房長な建物とする認識は， さらに多様な視点を

生んだ。 研究動向を把接するための重要な項目として，この極の建物と墓との関係性を論じた

研究が存在する。この分野の問先を積極的に進めたのは広瀬和雄や設楽博己である。

広瀬は工IZ)}5l 1 号墓やホケノ山古墳の墓坑上にこの程の建物が検 11:l~I，されることに藷自し，弥生

墳墓から古墳への系諮的連続性を指摘したD この程の建物が弥生・古墳時代におけるや11殿であ

るとする自身の論に依拠することで，亡き首長に対ーする弥生の墳墓祭犯の存在を示し，その観

念が古墳時代の首長!習にも残されていたと説いている(広瀬 2008)0

設楽は弥生時代の独立棟持柱建物を集成し詳細な分析を行った。分析の結果に加え，近畿地

方，北部九州地方，南関東地方の墓前iJの差異による祖霊祭j~E:のあり方の差異にもふれることで，

近議地方の独立棟持柱建物の機能として 穀霊祭配と副!日J]した祖霊祭配のための施設の可能性

を示唆した。穀霊祭犯と祖霊祭犯の融持]性に着u良したことは 墓域につくられるこの極の建物

がそ1=1.1¥霊祭犯の役割を持つとした広瀬の論を補強したといえる(設楽 2009)。

研究の進展とともに近畿を仁iコ心として新たな検出例が続々と報告された。なかでも衆iヨを集

めた遺跡;として.滋賀県守山市の下長遺跡や大阪府羽曳野市の尺度遺跡，奈良県御所市の秋津

遺跡が挙げられる。これらの遺跡では 既往の調査で、少数例~こ止まっていた特徴が数多く認め
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られた。一点はこの種の建物が方形にi玄画された範邸内から検出され，尺j支遺跡と秋津遺跡に

おいては!玄illii範組内に複数棟が存在したこと，そしてもう一点は弥生日寺代後期終末から古墳時

代前期にかけての事例が検出されたことである。この特徴は， J苦古・鍵遺跡，池上曽根遺跡な

どに代表的な，弥生時代中期にみられる大型の事例とは様相を異にしており，近年の報告事例

の増加は， Ti}J支この建物の性格についての検討を促すものである。

独立制!持柱建物に関する研究は，池上曽根遺跡の発見J-j、昨，弥生ネJjl般論とともに進められて

きた。結論は依然として導かれていない弥生判l般論であるが，その後の研究においてこの種の

建物が千ITl肢であるとする説は否定されず，むしろこの論を前提として解釈が進められてきたと

いえるだろう。年月の経過とともに各地で検出された新事例は，各例が一様ではないにもかか

わらず¥池上曽根遺跡の議論を受けて神殿と報告される場合が多い。このように，独立棟持柱

建物に関する研究は， 11ヨ来の議論のi問題を克服せず&こ行われてきたのである口

しかしながら，近年発見された新事例の数々は，そのような研究状況の見直しを迫るもので

ある。各調査報告からより多くの事例を比較検討することが可能となり，加えてこの種の建物

が弥生時代においてのみ顕著に現れる建物ではないと明らかになったいま，妥当性の判断が保

留される弥生神殿論を，アプリオリにこの種の建物の解釈に援用することは不適切ではないだ

ろうか。多数の事例を綿密に分析し，より合理的な解釈を試みるべきであるO これまでの独立

棟持柱建物に関する研究は，多かれ少なかれ弥生神殿論に依拠してしまったために，各事例の

基礎的情報に即した分析が疎かにされてきたことに 11~1 J選があるといえよう。

2. I~ Í:I~ と方法

本稿では，独立棟持柱建物とほぼ一体となりつつある弥生子111般論を一皮切り離し新たに集

成された事例も含め， 11華々の事例の基礎情報に関する分析を重視する。そして分析の結果から，

この種の建物の性絡に関してより蓋然性の高い解釈を導き 建物が営まれた社会構造の復元ま

でを目指したい。すなわち，本稿の第一の目的は，独立棟持柱建物の検出事例を集成し各事

例の基礎情報の分析を通じてこの建物の性質に関して考察することである。そして第二の目的

は，独立棟持柱建物の性質から 弥生-古墳時代の社会構造を推察することである。

研究の方法としては，まず対象とする遺構を認定するための基準を示し独立枚持柱建物の

定義を設定する。次に基準に則り事例を集成し，基礎情報を整理する。基礎情報とは，遺跡所

在地，遺構の規模，遺構の存在時期， IIB繰施設の有無および型式，集落内の位置関係である。

集成並びに分類の結果は，第 i表および第 1~ 3図を参照して頂きたい。

つづいて，①地域，⑦規模，③集務内の位置関係，①Ilil鏡施設の有無および型式の 4項目が

時期ごとにどのように推移するのか分析を行い，分布図や表，グラフをm しヨて:j:11J U~1 される事実

を整理する。最後に分析結果を総合的に解釈し，独立棟持柱建物の性質の抗移やi司建物を介し

て解釈できる弥生.I~I墳時代の社会構造について考察を行う。

ここで，分析のi携をに必要となる独立椋持柱建物の定義を設ける。遺構の定義については，;宮
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本の定義(宮本 1991)を参考とした設楽の定義を(設楽 2009)，一部修正してJ=r:Jいる九棟持

には，両方の安世間柱筋から外に大きく飛び出た独立棟持柱のほか，片側にのみあるものや，

柱1.~ 2本分ほど外にはずれた「近接棟持柱jと呼ばれる構造のものがある。設楽は，近接椋

持柱建物と通常のi1足立柱建物で煉持柱がややずれているものとの区別がつきにくいという理由

から，前倒IJに棟持柱をもち，その揺iり方が栄:のラインよりも外に飛び出た典型的な独立棟持柱

建物のみを分析対象とした(設楽 2009)。この定義は:ili:接棟持柱建物を分析の対象から除外す

るという意味のようであるが，実際は柱 1~2 本分ほど外にはずれた事官IJ も分析の対象とされ，

基準の解釈の難しさが窺える。したがって，本稿では設楽の定義に7][1え，対象として認定する

ための基準をより I~i時に示す口その基準は，棟持柱の柱穴の掘り方が，梁のラインから建物外

1l!1Jにれるか否かである。梁のラインから離れて存在するものを分析の対象とし.梁のライン

に接するものは扱わない。この基準により，近接棟持柱建物も分析の対象として認定したとも

いえるが，近接棟持柱建物の定義のうえで問題点が残る。

近接棟持柱建物は， r妻1WJ!中央柱が柱í~ti に接するかあるいは柱 1~2 本分外側にずれて棟持

柱を立てる近接棟持柱}i物J(宮本 1996) とも定義され，柱筋に接するもののみを対象から除

外する本稿の定義は-，近接相i持柱建物のうち一部を対象としておりサ基準として判然としてい

ない。しかし遺構における近接椋持柱建物を認定することの難解さから，本稿では近議棟持

柱建物として定義される一部の事例を独立棟持柱建物として扱うことにした。

tl、!この理由から，両1H1Jに棟持柱をもち z その掘り方が梁のラインから蹴れた槻持柱建物を独

立椋持柱建物と定義する。そして，対象とする遺構のi時期は弥生・古墳時代とする。

第 l表に記した各遺構の時期は，報告書等の記載に基づいて判断したものである。また，報

告書等の記載どおりの説n加された時期区分で、は，各11寺期における事例数が極端に減少し傾向

等の判断が菌難となるため，分析を行う際には大別 1~1/0 な時期区分を )1=J いた。遺構のi時期が一時

Wjに定まらない事例が多いことも，大別的な 11寺ftjj区分を設定した翠III:13の一つであるヘ大別し

た三つの時期のうち，第一のi時期は弥生時代中期YJ、前，第二は弥生時代後期，そして第三は古

j業時代以降とした。

集成の結果，当該!引の独立棟持柱建物は，全国の 67遺跡において 119例を確認することが

できたヘそれらは，建物の存在形態という視点からの分~J~jが可能で、あったヘまず，集落内

の位置関係から，竪穴住居と混在している例を I類，他の掘立柱建物とともに，あるいは単独

で竪穴住居から独立して存在している例を E類，そして墓域あるいは墓に存在している例を E

類として 3類型!に分けた。1I棋は，付属施設の有無により細分した。区副施設をもたない例を

A 類，構あるいは濠を伴う例を B類，キ1111列を伴う例を C類， f.Tlj~ あるいは濠にi;IIIJ 亨Ij を加えた両

方を伴う例を D類として 4つに分類した。
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II. 各属性の分析

l.地域(第 41羽)

弥生・古墳時代の独立棟持柱建物に関する考察

独立棟持柱建物が検出される遺跡は佐渡島の蔵王遺跡を北限とし，高は鹿児島県鹿屋市の王

子遺跡までの広範|却に存在する。調査件数の 多寡による影響が想定されるが，件数が十分であ

ろ う 南 関 東 に事例が少ないことから考えても，分布の 1=1こi心が近絞であることは確かである。分

第 i表 弥生・古墳時代の独立秘持柱建物一覧表 (No.は第 5@に対応)

il'i跡{品 ~J 遺跡r， 所{f:地 遺構名 No !I.~' JUJ 1首選 Jllm (桁行 x提1111 ifIil提) 1trr'Ui1fJt 分宜i

iサ '2 x 21I1J (3.25 x 3.1 m ・IO.ll1n 1.05 

r-r-;誼掛; 脱~I.:潟県U1U唱 'r !i
可リ 3ヲ 時;11中IU!*父1、-1長田i州 i

.j x 3 nu C.t.H X 3.75m : J時0110 1.28 
5J，; 3 x 31111 (3.0 x 2..tm : 1 S.Onil 1.25 

6今" 4 -1 x 3 r.tl (4.45 x 3.S111: [6.9111) 1.17 

ヲ 部制遺跡 胤~~，;もWÆ鼠 ili
)1J コ

':;1:1'.'I'IUI終点
.1 x J III! (4.7 x 3.3m: 1511n 1.42 

3サ 6 21111)1.1: x 3 IUI (? X 2.95 : 911111J:) 

ー---

!日 7 
出生q，出j終点

3 x 31m (4.44 x 3.6m 15.98110 1.23 
3 i野総遺跡 胤11.:""時間分ilf 守号 s 3 >-: 3111J (.L(;) X 3.5m: !6nn 1.32 

1!61r 1 ~; 9 弥生q'lUl的議~後議 '2 x 21叫 O.Jx 2.5 --2.7m: S.5&nO 1.32 
4 下大五百11遺跡 ::f崎県都岐部 10 同:/tlをIUI .， x 31111 ----SllOl5 II 品、 ~1:_ 1j1山JlP革 ! X I!lIJ (2.75 x 2.5m: 7nn 1.10 

5 立好江i止が W t'l~!;~佐賀市 SIlOIS 12 引.，'I"''1UI .1 X :;!!!J (4.07 --4.1S X 3.4 --3.69m : !3n"i) 1.20 

日13023 13 拍、'1ッl'IUII1'l器 .1 x 31111 (J帥 -4.0x 3.36川 12nD 1.16 

Sll174S 14 時:'10'1' 凶i 終~， -f世間i初 ~fi '2 x t IIIJ (3.98'X 3.04m: 12110 1.31 Il ^ 
6 干;til'li1¥ 依然保-~1書法品目 S!31i49 15 持、't中山]I¥l]担 2 x 11111 (.1.0λ3.2m: 12.9lTO 1.25 Il ^ 

SB!754 16 政リ '1'陣j後半 :1 X i Hり(4.62X 2.961ll 13.&00 1.56 Il ^ 
7 iド叫l遺跡 !日興j 世~~n:1 JJ;("11 i 1サ主主 17 同:'1'1をJVl 3 x 2 Hll (4.4 x 4.2111 !お 5ni) 1.05 回

8 1111幻自治; 日';1.l !tjlt.!tì!~ljlj
Loe.2SSBl IS ';1:'1'.前JUI 5 x 3!111 (8.2 x -I.lm: 33，un{) 2，00 

し3snH2 19 判;生中l時 3 X I Hll (10 x 3.2m: 32ni) 3.13 
リ ，'UJ主的選続 M'島県伊!被i1i SIlOI 20 崎、~t t! q哲Ii圭'1‘ -1世田! 4 X I Hll (12.1 x S.5m: 65nO 2，20 

10 f~ ノ I~ii遺跡 M'応~，占阿波 rlì $A2001 21 件、'l:'I'iVI後半 I X I HIl (3.0 x 3.0m: 91吋} 1似)
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第 41豆l弥生 古墳時代の独立i:~r持柱建物を検出した遺跡

ギ11I!II!:ITIIは広いが未だに枚11¥事例がない地域が存在するため，ここで明確な傾向を把謹すること

はできなし」しかし，あえて分布の傾向を述べるならば，次の 3点が指摘できる口

第一に，弥生-古墳時代の両l時代において独立棟持柱建物が検出される遺跡が存在する地域

が|浪られるということである。その地域は. 11当者地域や近江地域，河内-大手[l周辺で、ある。そ

の一方で，弥生時代1:1コ期において. 1 遺跡から複数棟が検出された九州南部で、は，それJ-j，J)年，

検出事例がみられない。 後期以降で、は九州北部においても平原 l号墓における i例が確認され

るのみである。 1呂田や尾援においても同械であり，弥生時代 i干J~in の事例は確認されるが，弥生

時代後期には引き継がれない。また堀越遺跡，菅俣 B遺跡大平遺跡では周辺地域に検出例

がli在認されていないが，古墳時代になると出現するという特徴がある。第二に，琵琶湖岸地域

に弥生時代後期の検出事例が顕著ということである。限られた11寺期ではあるが，独立i'm持柱建

物が検出される遺跡数，単一遺跡における検出棟数のどちらもこの地域では多いことがわかる。

第三に，古墳時代には近畿の検/]~事例が大IIJITi に増加するということにも注目したい。これらの

なかには，古墳時代中期や後期の事例も存在する。
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弥生-古墳時代の独立椋持柱建物に関する考察
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第 5IRJ 弥生・古墳時代の独立棟持柱建物の桁行と梁行

16 18 20 
桁行(m)

2.構造と規模

(1 )桁行・梁行の規模(第 5~ 8 I~) 

弥生時代仁l:_f ~m 以前で、は，第 61~に示した A Ytf:と B群の範囲に収まる事例が数多くみられる o

A群は，桁行約 2.5~ 5.0m，梨、行約 2.4m~ 3.8mの範囲に収まる事例であり，平林遺跡や玉

津日1中遺跡の建物が含まれる。 8群は， A ~j干に比べて範囲が広くなるが，桁行約 7.4 ~ 10.5111， 

梁行約 3.0~ 4.6mの範IHIに11又まる事例である。 B群には 南山高屋遺跡や北島遺跡における

事例が含まれる。また， 2群の lこ|コ I'MJJ或に 7例ほどの集中がみられるが，事例が僅少で、あるため

群日IJは行わなかった。弥生時代中期以前の事例の中には， A群と Bm~に含まれる事例以外に，

桁行-梁行ともに突出した規模をもっ建物が存在することが特徴的である。そのような事例と

しては，池上曽根遺跡の 3棟の建物や東前畑遺跡 SB04のほか 建物全体は未検出であるが非

常に大きな規模が挽定される武庫庄遺跡 SB4やj吾古鍵遺跡第 74次大型掘立柱建物がある。

弥生H寺代後期で、は， c群 'D群のように弥生時代中期以前の事例とは異なる範1mに大半の事

例が収まる(第 7図)0C岩手は，続行約 3.2~ 5.2m，梁行 3.2~ 4.4111の範囲， D l:~1。は，桁行約

7.6 ~ 10.0m，梁行約 4.3~ 5.4 mの範囲に収まる事例である。ただし D群のうち 6例が伊勢

遺跡の事例であり， D群の範囲に示される規模が，必ずしも弥生時代後期の事例の一般的な傾

向を表すとはいえない。

古墳時代の事例は，多くが桁行方向に長い E群の範囲に収まる(第 8I~I)。桁行は約 4.2 ~ 

7m，梁行は約 3.8~ 5111の範囲である。注自すべき点は，この範囲内にほぼ閉じ長さの梁行を
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第 61~1 弥生 i干IJUJ以前の独立棟持柱建物の桁1l:と梁行 第 71玄| 弥~1::lll後期の独立棟持柱建物の桁行と染行

測る建物が複数存在する点、で、ある。具体例としては，梁行 4.5mを示す線上にほぼ並ぶ，尺j支

:遺跡秋津遺跡，黒田遺跡，大平:遺跡，小黒遺跡などがある。しかし，美園遺跡や平城宮-1:;-"/習

の例はFY3らかに規模が小さく すべての事例がこの範囲内に含まれるものではなし」またも弥

生時代後期及び古墳時代を弥生時代1=1:1期以前と比較した場合，突出した規模の建物が存在しな

くなることが重要な変化として指摘できる。

(2)柱間構造

弥生時代中期以前で、は，梁行 1jjJjの事例が最も多く 2関， 3 11~J のものも 10 例程度ある。梁

行 3問の例は，弥生時代に!こi期以前に確認される事例のみであり，この点については考察で詳細

に検討する。裕行に関しては， 1 I問の事例が立~lj'遺跡 SB015，桜ノ偶遺跡 SA2001 の 2 例に確

認できる。桁行 111'\J のものは全事例 I~コにおいてこの 2 例のみである。最多の桁行の建物もこの

i時期に認められ，宇古代遺跡;SZ1l9上ピット列がそれに該当する。事例数が最多となるのは桁

41'MJの建物であり， 3 I間と 21M]の例も 10例後存在する。桁行 5I7Jl以上の例もみられるが

多くはない。 構造として最も多く検出されているのは 4x 1問の建物である。

弥生時代後期では 検出例の大半が梁行 1I'Mjの建物である。梁行 2間以上は平原遺跡、の 3x 

2間，下鈎遺跡の 4x 21喝のみである。伊勢遺跡においては SXlll¥jの建物が 5例雌認されて

いる。

古墳時代の例は，桁行 211'¥Jと31前に集!こドするが，秋津遺跡 SB0028，SB0029，村竹コノ遺跡

SB647， SB648のように桁行を多く数えるものもある。梁行は l間と 21習の事例がともに存在

するが， 2 11，¥Jの建物の仁|ご!には秋津遺跡 SB0030a，松野遺跡 SB05，長原遺跡;建物 1，万11IJ北遺跡

SB129にみられるような総柱の柱間構造を採用する例が多く認められる。弥生-古墳時代をと

おして，桁行には多株性が窺えるが，梁行においては 111若の事例が大多数である。

(3)梁行-桁行上ヒ(第 i表)

第 1表に示した梁行-桁行比の数値は，梁行長に対する桁行長の比率である。表から，梁行・
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各11寺!切における分類別検出事例数第 9Ii(J 古j支持代の独立i;~i持柱建物の桁行と梁行訴さ 811':(1

弥生時代i判明以前

上野原遺跡，工IZ林遺跡，立野遺跡，桜ノ向遺跡など，値が1.3以下になる事

大多数が 2以上の値となることがわかる。この1.3以下の値を示す事例は九ナ1'1の

しかし，桁行比が各|時期においてゆ羽i{l~ な傾向を示すということはいえない。

王子遺跡，には，

例をi徐くと，

古墳時代の九州地域の建物の特徴である可能性が指摘できる。また，ものがほとんどであり，

1.5以下のイ直となることがいえる。汐入遺跡 SB02を除くすべての事例において，事例では，

JJ~模と規模と柱間構造，規模と梁行-桁行比のそれぞれの相関を述べたい。まず，最後に，

桁行の伸長に応じて柱 11~]111f.造の相関をみると，桁行には桁行長を長くイ113 ばす例が多く存在し

桁行長の短い例が必ずしも桁行数を少なくする傾向にあしかし，桁行数が増える傾向がある。

したがって梁行数も増えず，るとはいえない。一方，梁行ではIIJa;を大きく広げる例は存在せず，

梁行を広げる例が存在しな梁行・桁行比に関しては，l 簡ないし 2間の建物が多い。規模と，

面積が大きい事例では梁行-桁行比の値が大きくなる傾向がある。いために，

3. 集落における存在形態(第 9I~I) 

時期ごとに異な回線施設の有無および型式から分類すると，集落内の位置関係，各事例を，

ll~誤が 27111].I類が 28例と最も多く，る様相がみられる。弥生時代仁!コ期以前の 57例，+，では，

llO類llC類が 3例，llB類が4m，llA 類が 1919~ ，E j選の内訳は，E1頭治宝 2fJ~ である。

次に I類の 5191]， 豆類が最も多く 18例であり，が筋違遺跡の I例である。弥生時代後期は，

それらはし寸どれも伊勢遺跡E類の iやでも llC類が 9例と多いが，そして理手芸の i例である。

I類は 5例が認E類が 31例を数え最多数である。また，での確認例である。古墳時代では，

立D類が 17例と顕著であることは弥生時代にみられめられ直類は確認していない。さらに

遺跡数では 7遺跡で確認されなかった傾向である。 17例中には秋津遺跡の検出例が多いが，

弥生時代中期以前及び後期においてそれぞれ単一遺跡からのみ検出される状況とは大
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ており，

きく異なるといえる。

31時期を通覧すると， 1類と車類が減少し豆類が増加する傾向が幾える。 11頴は，弥生時

代中期以前から後期にかけて大きく減少し後期は数例が確認されるのみとなる。古墳時代に
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おいても事例数に占める割合は減少するものの，少数の事例が存在する。しかし.m類は弥生

時代i村!)]以前から後期にかけて数を減らしたのち. I~IJ員 11寺代には検出されなくなる o 1lI類の検

出例が槌端に少ないことから安易に判断できないが，現状では以上のように整理が可能である。

すべての時期を通じて増加する E類に関しては，主1l11]1jした類主!ごとに増加の程度が異なる。

まず llA 類は，日{r~I:.11寺代 1:1::1 H)]以前から後HJJにかけて数を減らし，検出数全体に占める割合も

減少する口古墳時代には，弥生時代後期と同程度の割合で存在することが指摘できる。 IIB~出は，

弥生時代1:1:IJ!jJ以iiiTから後WJにかけて，微量で、あるが全体数に占める割合が減少する。そして古

墳時代では数を明やし.弥生時代l:j:IWj以前よりも大きな割合を占めるようになる。 しかしなが

ら，各11寺山に占める割合の変動は小さいo II C類は，弥生時代後期に伊勢遺跡の事例が加わ

ることで、大きく増加!する。一遺跡が全体の傾向を左右している3)'L状であるため，この類型の推

移については今後の事例の増加を待って判断したし )0 最後に llD矧であるが，この類型は弥

生l時代と古墳時代における検出数の差異が明確で、ある。弥生時代にはE類を除いた他の類型に

比べて検出例が少ないが， 727墳時代になると大きく増加することがわかる。

E 類のキ111 別類型ごとの推移には;出;I;)I~の程度に差異が認められるが 31時期をとおして豆類が

精力11することは疑う余地がない。このことは独立棟持柱建物が，弥生l時代から古墳時代へと移

り変わる過程!~で，竪穴住居などの居住のための施設とは l問硲に区別されて築かれるようになっ

たことを示すものであろう。

TII. 考察

前章の分析結果をふまえ.本章では総合的な考察を進めたし )0 まずは，地域，規模・構造お

よび集落におけるあり方について，先行1iH究と対比しながら本研究の成果を示す。それらをふ

まえたうえで，独立棟持柱建物の性質， 1可建物を介して理解できる社会構造の考察を試みる。

1.九州の事例がもっ特徴

各地域の独立棟持柱建物の推移については，前半ーで述べたとおりであるが，ここでは，規模・

構造や集落におけるあり方が特徴的な九州、|の事例について総合的な解釈を加えたい。九ナ1'1にお

ける事例は，王子遺跡の 41タ1前:):111:遺跡の 2例宇上野原遺跡の 3例，下大五郎遺跡;の伊1]，立W}

遺跡の 3例、エIZ林遺跡の 3例，そして平原遺跡の i例が確認される。これらの事例の第一の特

徴は，平原遺跡を除くすべての事例の時期が，弥生時代，なかでも九州の弥生時代i二1:IJ1月後葉ーか

ら後期の初頭に含まれるということが挙げられる。

第二の特徴としては，梁11司が 3I'M]となる事例が多いことが挙げられる 7)0 :)L?+Iの事例 1719¥j

1:1:1 10例が梁間 31M]であり句その他の例でも，梁間 21M]の建物が 6例あり 複数の梁IMJをもっ

;建物の検出数が大半で、ある。 独立棟持柱建物の検出例全体で最も多い梁間構造である梁1M]1 IV~J 

の建物は，立野遺跡;SBOl5の i例のみである。さらに横造・規模の分析からは，前章のとおり，

梁行に対する桁行の1:ヒが九州の事例ではほぼ1.3以下になるということも特徴的である。

第三の特徴は，平林遺跡と工京:遺跡の事例を除いたすべてが. 1類に属することが挙げられ
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る。なお. I類に属さない平原遺跡の事例は墓坑上に築かれたものであるため. I~j らかに I 類

に属する事例とは様相を異にしている。一方，平林遺跡跡、は掘立柱建物のみで

あつた可能性が指t檎高されており (武谷.同 1999).遺遺跡内にj居言苦‘官信住i施設として不利iリJ)月用1有3されたJ掘語立柱

建物が存在したと考えられる D したがつて平林遺跡跡;の事f例?碍1は，分類上は IIA類でで、あるが. 1 

類の竪穴住居と混在する状況を，居住施設と混在する状況と解釈した際には I類とみなすこと

も可能であり，建物の存在形態は I類に近しいといえる。

また，各事例の検出状況には共通の要素がみられる。 -I~大五郎遺跡と平原遺跡を除いた事例

では. 1 遺跡から複数棟の独立棟持柱建物が検出され，それぞれの建物が何時に存在した可能

性を有するという点において共通する。これは九ナHの事例の第四の特徴として挙げることがで

きるだろう。

以上のように，九州の事例には他の地域にはみられない複数の特徴が認められる。

2_ 規模の傾向と構造の復原

前章では，各時期における建物の特徴を規模・構造の分析により示した(第 6~ 8 I~I) 。そ

の結果をふまえ，弥生時代i判明以前と古墳時代の事例に認められた特徴を比較してみたい。

弥生時代i判明以前では A-B 群の範邸内に大多数の事例が含まれ A-B群の 2グループ

以外には，突出した規模をもっ事例が数例存在することを指摘した。しかし弥生時代中期以

前の検出l例全体で、は A 群と B群の間に位置する事例など A ・8岩手および突出した規模をも

っ事例のいずれにも当てはまらない事例がいくつか存在する。一方，古墳時代の事例には例

外も認められるが，多くの事例がE群の範囲内に含まれることを指摘した。ここで示される E

群の範囲と，弥生時代i判明以前の事例が分布する範1mの差異は何を意味するのであろうか。こ

の差異を解釈するためには E 群の範囲が示す内容を考察する必要がある。

古墳H寺代にみられる E群の範1mは，梁行がある程度固定された数値の間に分布するという

ことを示している。これは，桁行を伸長させたとしても，梨、行をイq3ばすことはしなかったとい

うことを意味する。このことから，古墳H寺代の独立棟持柱建物は梁行に関する共通の基準によ

り築かれたと考えられるだろう。逆に，弥生時代中期以前の事例は 桁行の長い事例において

梁行も長くなる傾向を示している。しかし前章で述べたように，建物の規模を拡大するi緊に

は梁行よりも桁行を積極的に伸長ーする傾向が存在するため，桁行と梁行がi司じ程度には伸長し

ないことに留意しなくてはならない。それでも，続行に比べると変動のIIJifiは小さいが，染行が

伸長することは確かである。このことは，桁行を長くする場合は梁行も長くするという，独立

棟持柱建物の設計思考に基づいて規模が設定されていたことを示すものであろう。

最後に弥生時代後期の事例についてふれると，この時期の事例は C-D群の範1mに分かれる

が長短綿々な桁行を有しながら梁行 4~ 5mの建物がf確認できることに注目したい。これは，

弥生時代中期以前にみられた 2群から，古墳時代における梁行の国定化に至る，そのI:!コ間期と

して理解することが可能である。
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以上，弥生時代 1~:I~m .l)、前には存在しなかった規模の規制と考えられる概念が古墳時代に存在

した可能性を指摘した。では弥生時代の建物の規模はどのように決定されたのだろうか。

弥生時代の掘立柱建物の規模に関しては岸本道1113が論及している。 岸本は兵庫県の掘立柱建

物の規模を分析し 集落を構成する掘立柱建物の規模を小型・中型・大型の 3種類に分類する

ことで集落構成の把握を試みた。その結果，集落内において小型のみが存在する小集落.小型

とl二1=1型の存在する，ノj、集落同士の結合の中核となる共同体，そしてそれらの集落を束ねる集落

として，小・ 1=1コ・大の 3鎖すべてがみられる地域首長の拠点集落の存在を想定した。独立1'nr持

柱建物は， 3組類のy1l!物すべてにおいて確認されるが，集落の規模にかかわらず，集落内の中

心1~I!J建物と考えられるとしている。つまり，独立練持柱建物の規模の差異は集落の規模の差異，

さらには集落が置かれた階層的位置の差異に基づくものであると述べている(岸本 1998)0

しかし弥生時代の独立1刻守柱建物の規模が様々であることが，集落の階層的位置の差異を

表すならば，古墳時代初頭および前期のこの極の建物の梁行が統ーされ，突出した規模をもっ

建物がみられなくなることは，この粧の建物を含む集落の社会的階層に差異が担くなったこと

を示すのだろうか。このことについては本章の最終節であらためて論じることにする。

ところで，弥生時代I判明以前の事例は，桁行を長くする場合は梁行も長くすることを述べて

きたが，前章で論じたように，独立校持柱建物の梁行を積極的に伸ばすことは行われなかった。

この磁の建物は規模を拡大するi緊には桁行を伸長させることで商積を拡大したのである。これ

は建物の上部構造を理解するうえで重要な点である。

建物を高床式建物と認めるには，総柱構造であれば蓋然性は高くなるのであるが，そうでな

いならば1WJ柱11号に大引を掛けたことを考えなくてはならない。その場合，側柱間が広がるほど

大引の長さが必要となる。さらに，大引が長くなるほど大引の中央にかかる重量は大きくなり，

1HIJ柱のみで支えるには耐久性が低くなる可能性がある。したがって，大規模な高床式建物を構

築する際には，資材の入手し易さや，建物の重量を支えるIIl耐久性の点から，梁行は積極的に伸

長されなかったと考えられる。すなわち，規模の拡大に応じて梁行の伸長がみられない独立棟

持柱建物を，高j来式建物と推測することは妥当といえるだろう。

しかし九州の検出例には独立棟持柱をもつにもかかわらず，地表面に炉助;を有する平地式

建物であった可能性を示すものが存在する。こうした例を解釈するためには，九j十!の事例の桁

行の比が.概ね1.3以下の値であったことが重大な意味をもっ O 前章で指摘したように，他の

地域の事例では傾向の把握は困難であったものの 九州の例では知実であった。 同時期の事例

の多くが梁行-桁行比を 2 1:)、上の億を示す中にあって，九州の事例は極端に~iT行の割合を小さ

くする傾向がある。梁に対して桁を長くすることが高床式建物としての妥当性を高めるならば，

逆説的に九州の事例は平地式建物として解釈しうる根拠をもっといえるのではないか。このこ

とからも.九州の事官lJを他の例と同じく解釈することは不適切であるといえよう。

以上のように，独立椋持柱建物はT 弥生時代中期以前の多様な規模から，弥生時代後期の移

行段階を経て，古墳時代初頭および前期には一定の基準のもとに構築されたことが考えられる。
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そして，規模の傾向から，九州の事例以外は高床式建物で、ある可能性が高いと判断される。

3.集落における存在形態の変化と建物の科用主体の変化

先述のように，建物の存在形態に関しては，弥生時代から古墳時代にかけて I類と E類が減

りE類が増加するとの見通しが得られたO そこで. 1類が減少し E類が増加することが， ど

のような独立棟持柱建物の性質の移り変わりを示すのかについて考察する。

笠穴住居と混在する I類の状況は，建物の間1mに居住:する人びとが，建物と最も近い距離に

存在する。そうした状況下では，建物の利用，管理などは周囲に居住する人びとによって行わ

れたことが推察される。しかし. II類の建物については，細別分類ごとに異なる状況が考えら

れるが，いずれも I類の建物とは大きく様棺を異にしている。

まずIIA類は，建物が居住施設と区日iJされた配置であったことが考えられる。この場合，

建物の利用は少人数よるものではなく，集落構成員全員による利用が想定される。構成員会員

から同様に離れた共有の施設として，共通の認識のもとに存在したものと考えられる。そして，

建物はこのとき，集落の規模に応じて大きさを変えるのであろう。大集落と推定される池上曽

根遺跡，唐古・鍵遺跡，菟上遺跡なと干の大型建物はそのことを端的に示すものである。

次に. IIB' IIC. IID類では，建物を取り囲む区間が現れる。このことは，独立棟持柱

建物の利用主体が再び|浪られた人びとになったことを示すのであろう。しかし，ここでいう限

られた人びととは，単に建物の所有者というわけではない。なぜなら，集落内の全員から視認

される区間を伴うこの種の建物は この施設に対する. I特定の人びと以外が立ち入ることを

許さない限定された場jという， 集7落苓の構}成戎員に共i通盈した意

である。特定の人びび、とがどのような7意玄i味床でで、特定でで、あるのカか> I亙悶施設の変遷から推測したい。

E類は 11寺;!tjjの推移とともに数を増やすが. Ilfl縫施設の有無に着服するならば. I豆函施設を

もたない IIA類は減少し 区画施設を伴う IIB.IIC.IID類は全体として大きく t盟加した。

1m繰施設を伴う事例の増加は，建物に近づくことが可能な人びとを限定する現象が，複数の集

落において普通約になったことを示すのではないか。さらに II B. II C類において，濠と

柵のどちらが区画施設としての規制の厳格さを示すか定かではないが. II D類の濠・布IIJを伴

う事例は，施設内に立ち入る人びとをより厳重に制限した区間が施されたと考えることの蓋然

性は高い。では，厳重な制限を示す区画を要した施設とは何であろうか。この問題については，

古墳時代初頭の事例である尺度遺跡，大平遺跡からの推察が可能である。

これらの遺跡から検出された独立棟持柱建物は 居館とされる首長の権力のおよぶ施設に存

在すると捉えられている(鈴木 2006など入居館の内容に関しては未だ議論は抑えないが，こ

こで重要であるのは，首長の権力が及ぶ施設と理解されていることであるヘしたがって， 1m 

模施設を伴う独立校持柱建物を利用し管理する特定の人びととは，首長層にj認する人びとと

解釈してほぼ11号違いないだろう。建物が厳重な区画を有するほど その仮説が正しいことを示

すといえる。さらには，前節で指摘した建物の梁行に一定の基準が設けられる原因についても，
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管理!の施行者が首長j習になったと考えれば理解しやすい。古墳時代初頭における独立棟持柱建

物に関する統ーされた基準が，各地の首長に共有されたとは考えられないだろうか。

j;)Jニよか存在形態の差呉にみられる独立椋持柱主u物の性質を判断したい。初めは，この種

の建物は住j苦に隣接して， また規模の大きな集落ではr:j=J心的な建物として，佐居から独立して

配置され集誌の情成員全体に利用される建物であったと考えられる。しかし，次第に建物は区

国施設により独立性を強め， の管}l!i下に置かれたことが考えられるヘ

4. 独立棟持柱建物の機能

ここまで. 1 )弥生時代の九州の地域住， 2)規模における弥生時代の多様性と古墳時代の梁

行の統一性. 3)高床式建物としての妥当性， 4)集落構成員から首長層への管理主体の変化の

4点を指摘した。ここからは，以上の ιl去を総合し独立棟持柱建物の解釈を試みる。

この種の建物は千111殿や祭殿としての機能をもつことを推定する研究者が多いが， この仮定の

根幹には，弥生時代の建物に関する春成秀爾や金関恕の理解が存在する。それは，土器絵画に

拙かれるyi物を穀倉と解釈する立場に立ち，弥生時代の建物と農耕儀礼の関係牲を強く主張す

るものである(金問 1985，春成 1991)。とくに金関が， j禁制1・中11や祖霊を対象とした農耕儀礼祭

犯を想定したことは 独立棟持柱建物を神殿とみなす広瀬の研究に色濃く受け継がれたといえ

る(広瀬 1998)。本稿では.この棋の建物の高床式建物としての妥当性を示したことで，穀倉

と理解することの妥当性を強制したといえる。しかし同時に 九ナHの事例においては高床式建

物としての妥当性が低いことを示し，この種の建物すべてをf禁制1:儀礼のための穀倉と理解する

ことは否定したといえる。またここで，池上曽根遺跡の大型建物を調査区内の遺構・遺物の精

微な分析からネIIJ!fi没といえるような要素には之しいと解釈した秋山浩三の論に触れたい。

秋山は，大型建物周辺の祭柁的とされた諸遺構・空間のほとんどを， ，':B二!こする遺物の内容な

どから，実利的機能をもっ施設として解釈することで，従来の祭配的な遺構との組み合わせに

基づき大型建物を十111殿と詑ゆる論を否定した(秋山 2007)。規模は小さいが，茶'):111111道遺跡の

この種の建物も， J詑辺の遺椛-遺物の分析から祭犯の可能性は否定されないものの「集落の生

活j吋を管理した高床倉庫Jと推定されている(辻 1999)0 このことから，弥生時代のこの懇の

建物を単純に判1)設や祭殿と解釈することは不適切であるといえる。 11R!1々 の事例には個々の集落

に応じた利用が推定され，普遍1:1守なカミ観念に上!りした理解は不可能である。

それでは，独立棟持柱建物にはどのような機能が想定されるのだろうか。 推測の域は出ない

が試案を提示する。着服されるべきは，建物が高床式建物であった場合に本来の機能として考

えられる，穀倉，すなわちクラとしての機能である。弥生時代から古頃1時代にかけてこの極の

建物が首長の管fl!lTに置かれるようになることは先に示したとおりであるが，首長がクラにお

さめて自らの管浬下に置くものとして第一に想定されるものは，財であり 弥生-古墳時代社

会においての財の中心は穀物といえるだろう o !吋の誌類の特定は困難だが，おさめられたもの

が財であるならば当然それらを管理するために区画施設を伴うことも珪lWi:できる。また，先行
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{iJl:究で指摘されているように，穀倉と農相j:儀礼は不即不離であるとするならば，穀物をおさめ

るための施設である独立棟持柱建物は祭儀的要素を多分に含むものと解釈できる。建物に付帯

する祭認や，弥生.，5墳時代の蓄財に関する研究への筆者の理解は浅く， iii;の)J危弱性は否めな

いが，以上の根拠から，この程の建物はより実用性を重視した思考により構築されていた可能

性を推察する 10)

5.独立**持柱建物と弥生・古墳時代社会

独立相{持柱建物の性質に関して論じてきたが，最後にこの種の建物の性質から幾える弥生・

古墳時代の社会について論じてみたい。弥生時代のこの種の建物は，個々の集落のイが反映

される建物であったといえるかもしれない。そのことは規模の多様性が示している。本稿で度々

ふれたように，池上曽根遺跡のように拠点集落の中心となる突出した規模の例から，桜ノ悶の

例のような竪穴住居と混在する小型のものまで，確認された事例には様々な特徴が窺える。

弥生時代の例にはそれぞれ異なる要素が存在するが，集落構成員にとってこの種の建物が，

他の掘立柱建物あるいは竪穴住居と明白に区別されて存在していたことは碍かであろう。池上

曽根遺跡の事例などの周辺にみられる非日常的といえるような遺構・遺物群に関しては先にみ

たとおりであるが，桜ノ|南遺跡や玉津田中遺跡など小規模な事例が検出された遺跡においても，

集落内の他の~lm立柱建物にはみられない廃屋祭認の痕跡や祭記遺物や装飾117! などが残存するこ

とから，機能町における他の建物との差異は歴然としていることが窺える。弥生時代のこの極

の建物は，特別な建物であるという明確な意識が集落構成員によって共有されていた，という

点においては共通しているといえるのではないだろうか。

弥生時代の独立棟持柱建物の特殊性は各集落で、大きく異なり，事例に 1~11 した検討を行うこと

で初めてその実相の解明が可能となるため，すべてのこの種の建物に全く同じ機能を想定する

ことは不適切である。しかし集落構成員会員がこの種の建物を特別な建物と理解しなおか

つ明確な区画のないその場所には誰でも近づくことが可能であったと考える本稿の見方からす

ると，現段階では，この種の建物を集落構成員の共同利用施設とする解釈に止めることが最も

妥当であると判断する。

共同手IJ用の用途に関しては本稿で卜分に検討してはいないが，前節で指摘したように，穀物

を蓄えるクラとしての本来の機能を基盤とした建物であったと仮定するならば，その集落の収

穫物や種籾の貯蓄が行われ，農MI:に関係する儀礼が行われていたことは想保に難くない。そこ

での諸活動は，首長により執り行われたとしても，建物周辺は厳格な制限の存在しない場であ

るため，構成員全員に共有の，集落全体の活動として意味合いが強いものであっただろう。そ

の段階における一般構成員と首長の階層差は，さほど決定的なものではなかったと，そうした

建物の存在状況から推察が可能である。この種の建物を共同利用焔設とする解釈は，既に紹介

した秋山浩三の論考にも窺え，秋山は池上曽根遺跡の大型建物を合めた1:1:1央の施設群が，非日

常的な金属加工などの共同作業場所であった可能性を提示している (1)(1112007) 0 
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弥生時代の独立棟持柱建物からは集落ごとの差異が窺えるとともに，建物に関わる活動の主

体があくまで、集落の構成員全員であったことが指摘できる。つづく古墳時代にも，この種の建

物が他の建物と明確に区別されて存在した状況が変わらないことから，特別な建物であるとい

う人びとの認識は不変のものとして盟解できる。しかし，古墳時代になるとこの犠の建物にお

ける活動には，弥生時代に存在しなかった首長権力の介在が明瞭に窺える。

ここまで考察したように，古墳代の首長の管理一日こ置かれた独立椀持柱建物の存在を認め

るならば， どのような社会が復元で、きるだろうか。機能面の解釈では，祭杷施設としての役割

を否定しえないながらも.本来 1~1<:Jには蓄財を目的とした実用的側面を備えた施設である可能性

を指摘した。この点は議論されてこなかったが，現段階で、は実証性に乏しいといわざるをえな

い。しかしながら，機能の問題の決着を待たずとも，区画内に存在する段階の管理の主体が首

長腐ならば，区画内の活動の行為者は同じく首長層であったと考えたい。弥生時代から特別視

されてきた建物を伴う，明1i11iなt!llJlmが設けられた区域内における，集落構成員たちから首長と

承認された人物による活動は，一層の維!戒を首長j習に付帯させる効果があったのではないかと

推察できる。集落構成員に共通であったこの種の建物における農耕儀礼は，多重のtlllJI恨を伴う

この段踏に主って共通性を失うとともに盟性を備えた首長の祭記へと変質したと考えられる。

独立税持柱建物のj射す1・祭秘から，首長の祭叩への変遷を考えるうえで重要な視点は.祭配に

おける水の存在である。古墳時代の首長層の祭犯には水を伴うものが非常に多し弘代表例とし

ては，導水施設を伴う大阪府の千fll.M~ .西ノ辻遺跡，滋賀県の服部遺跡，奈良県の南郷大東遺跡

などが挙げられる(青柳 2003など)。しかし，本稿でみてきた建物には導水施設を伴う例は碓

されていなし」そのことは.独立棟持柱~物を介した首長j吾の祭犯が，その後の'~I墳時代の

首長による祭儀に継承されたと理解するには，きわめて致命的な関連性の欠如といえるだろう。

この関連tl:を議論するための効果的な資料として埴輪が挙げられる。埴]1捻の 1=1二iには導水施設

を家形埴J!fl命の内部や下部にもつ資料や，さらにその外周を図形埴lMiIが囲む資料などが複数存在

する D 著名な例として兵庫県行者塚古墳1J:I1土の例，三重県宝塚 1号墳出土の例，大阪府心合寺

山古j費出土の伊!などが知られている(八尾市教育委員会・生涯学習部文化財命説 2005など)。匪!

71~j-車輸の 1:)こl に据えられた家形埴輸の様子と，秋i~lt遺跡の方形区画施設を伴う独立椋持柱建物の

検出状況を重ね合わせて，両者の関連性を指摘する見方も存在するが(米JI12010) ，家 :n=~埴輪

に独立棟持柱の表現が見出せないことや，独立棟持柱建物の遺構にi明らかに導水施設とみられ

る遺構が伴わないことなど，両者の 11~J には検討が不十分な問題も数多く残る。

一方で.*の祭meと独立棟持柱建物の関係性を見出そうとする研究とは日IJに. r日本書紀j

のタカドノ関係の記載から. I~I墳時代の首長が実修した王権祭儀の内容を i珂らかにしようとす

る辰己有gムの研究も興味涼い(辰己 1990)11)。タカドノがしユずれの建物遺構と合致するのか十

分な検討が必要となるが，古墳時代の区田された独立椋持柱建物においておこなわれたであろ

う首長層の行為の内容を推測する際の参考となりうるだろう。

:最後に，古墳時代初頭および前期に表出した建物の規模の規則性は，弥生時代に顕著であっ
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た集落11'¥Jの階層差が希薄になったことに起慰するのか考えてみたい。吉墳H寺代初頭および前期

の独立棟持柱建物が多くの集落で同規模の梁行を採用することは先に述べたとおりであり，そ

のことから，首長層 11~J においである程度の基準の共有があったことが?想定できる。このように

古墳時代初頭および前期の首長層が一定の基準を共有していたと解釈するならば，規則性の表

出は階層差の解消によって説明されるべきではない。現時点では推論に過ぎないが，首長 n~J の

綿密な情報網の存在や普通的な規格の採用などの可能性が考えられるのではないだろうか。

N. 結論

独立棟持柱建物は，桁行が梁行に対して長くなることなとぐの構造の特徴から，九州の事例を

除いて高床建物であった可能性を指摘した。そして，高床建物としての妥当性を示したことで，

この種の建物の機能には本来的なクラとしての役割を想定できるとした。クラにおさめられた

ものの実態に迫ることは包装Itだが 弥生・古墳H寺代社会において第一に挙げられるものは穀物

と考えられるため，農耕儀礼の場としての機能も伺|時に備えていたことを，先行研究成果を参

照しながら推定した。また，すべての事例が，遺跡内における他の掘立柱建物との 1101J に l~i1確な

差異を伴って存在したことを指識した。弥生時代の事例で、は，建物付近の遺構の状況や集落内

の他の建物と比較した際の突出した規模などにおいて差異が認められたのに対して，古墳時代

の事例では，多くの事例が区画施設を伴う点において明確な差異を認めた。建物に付請したこ

の差異というのも，祭配行為の場としての役割をこの建物が担っていたためであると類推した。

ここで，弥生時代における独立株持柱建物の特殊性を強く主張し，ネIjJ殿や祭殿としての機能

を想定する論考について，筆者の結論と比較したうえで，その妥当性を判断したい。前述した

ように，弥生時代のこの程の建物はクラとしての実用的側面に加えて，農耕儀礼という非日常

的な要素が付l!j11していたと筆者は考える。したがって，祭柁の場としての機能をこの種の建物

が有していた点で、は，ネ11I殿や祭殿とみなす論考を支持できる。しかしながら，弥生時代のこの

稜の建物には蓄財のためのクラとしての機能をはじめとして，様々な機能が付|植した可能性が

ある。それゆえ，単なる干1111投，祭殿のみの機能は想定できず，個々の事例に応じた解釈を用意

し，多様な機能を複数備えた施設と考えることが望ましいと考える D

本稿では，弥生-古墳時代をつうじた分析により，同時代間の独立椋持柱建物には重大な性

質の差異が存在することを明らかにした。弥生時代には，集落問においてこの建物の特徴に多

様性がみられた。この多様性は 農耕儀礼の場としての機能を備えた本来的なクラという用途

のみならず，他の様々な用途により生じたものであると考えられた。他の用途としては，共同

作業の施設や祖霊を祭る施設として利用されたことが調査報告例などから想定される。

一方で古墳時代は，区画施設の出現により，厳格なflJlJI浪下に管理される建物と認識される点

において弥生時代と大きく状況を異にする。建物が区臨される事例や，居館とされる施設内に

取り込まれる事例の増加は，独立椋持柱建物が首長の管理下に置かれたと解釈することを可能

とし建物に付随した祭配行為には，首長の執り行う祭杷としての性格が強化された可能性を
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指摘した。このことは，この種の建物に付随する祭杷に，首長による祭儀の原型としての位置

づけを与えることの蓋然性を示唆した。また，包囲施設の顕出は，弥生時代の集落内に存在し

たやや綬!設な階層差と， I主J即時代の集落内に存在した明瞭な持層差との差異を示した。さらに

i:!J"j費時代初頭および前期の事例では集落!日jに共通する一定の規格がみられたことから， I~I・墳時

代には，共通の理念に基づく独立校持柱建物の淫JFJが行われたことが考えられるだろう。

このように，独立棟持柱建物の性質の変化から，弥生・古墳時代の集団内における首長層の

権力の11;~II)TI\過程を tff~察することができる。集孫構成員による活動を主体として集落が営まれた

弥生時代の社会から， WJ維な首長権力を背景とし，独立棟持柱建物に関して-1*の焼範を1iii]え

た集落が営まれた古墳時代の社会へと移り変わる過程色独立掠持柱建物遺梢の基礎情半liの干I~

検討により示したといえよう。

V. 課題と展望

本稿で詳細iに検討できなかった諜題の一つは， 11寺山区分のl問題である。本稿では古墳時代の

独立椋持柱建物の梁行に一定の規格がみられると指摘したが，梁行にみられる一定の規格は弥

生時代後期の事例の一部にも認められ，規格がみられる古墳時代の事例と梁行の飽がほぼ同じ

であった。つまり， この栓の建物を介して理解できる社会椛造に変化が生じた時計]jとは，弥生

時代後期の事例とした建物が成立する時期と考えることも可能で、あるかもしれない。もし弥生

時代後期の i時期認定について詳細に検討したならば.弥生時代から I~Î墳時代への過渡期として

捉えられる i時期の独立棟持柱建物，あるいは社会についてより深い考察が進められるであろう。

第二には，独立煉持柱建物の起!京と衰退についての問題が存在する。本稿では，弥生・古墳

時代の事例を扱い建物の性質を考察したが， )支々論じてきたこの磁の建物を解釈するためには，

その起源と衰退を追求しなければならなし」

この問題に関しては， 己古"j墳黄釦11時i時寺代!仁:判i

長!層吾の祭配とのi供閑芸羽l:i述dについて試案案-を述べたが，検討はなお不十分である。さらに，研究開始

WJの伊勢神宮社肢のIlit一判明造にこの続の建物の系諮を認める宮本長二郎の議論(宮本 1991) 

を宵定するならば¥ネIP+:l:建築へと継承される↑H11TRiも?P.f:視できず 伊勢神宮社殿が成立に至るま

での独立制持柱建物の事例についても検討の必要がある。また，その起源については新潟県に

利文時代後期前312から晩期にかけての例が存在するとされる(広瀬 1998)。弥生時代の事例と

の関連性は明らかではなく，その系諮関係については，今後検討すべき課題である。

今後の1iJr究へ課題ーは多く残るが，本格では，建物遺構の基礎的な分析から1"11111111される

さを再倣:認することができた。独立棟持柱建物に関する研究ではー代表的な事例を中心、

に議論が繰り返されることで，特異な iWIJ)lj事例のW{:釈が，普遍 I~l~ な定説となりつつあった。し

かし普遍I~I~ な解釈は，数多くある事例の分析を入念に重ねることで、初めて成し遂げられるの

である。ましてや生活の痕跡が多く 7j支らない掘立柱建物を対象にするのであれば，本:fiえで、試み

たような分析が今後も霊安となるだろう。
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註

1) 対象とした建物は一般的に. I独立椋持柱をもっ揃立柱建物」とi呼称される。しかし，繰り返しこの名

利:をmいると煩雑であり，当研究で扱う事例は掘立柱建物に限定するため. i独立棟持柱建物」の11聡称

を使用する。

2) 鳥羽遺跡の建物は独立棟持柱をもつものではないが(宮本 1986).神社建築との類似性や建物の特殊

七I~ に着 IIHする研究の姿勢は，第 2918]担!蔵文化!材研究集会における指摘に受け継がれたことは間違いな

いだろう。

3) 椋持七i:とは. i建物の妻1WJil1lJ窃から離れて柱を立てて切妻屋根先端iの棟木を地密から直接支持する」も

のとされる(宮本 1991)。

4) 大別した三つの時期の一つの時期の範囲に)1文まらず，弥生時代l判明終末~後期初頭などと報告書中に

表記される事例に関しては，報告書の所見やその他の論文を参考にし，最も妥当らしい11寺j引を判断し

たうえで、大別した時期のし寸ごれかに当て{絞めた。

5) 独立棟持柱建物の粉出事例は. J二の山遺跡の部査報告書 ((lTl)大仮府文化財センター 2007)や設楽

博己の事例集成(設楽 2009).あるいは鈴木敏郎!の東日本における事例集成(鈴木 2006) を参考とし

たほか，報告書等の記載を加えて集成をおこなった。

6) 設楽|専己は独立棟持柱建物の集落におけるあり方を分類する際に，居住j戒に存在する場合と墓域ある

いは墓に存在する場合に大きく二分し 1 それぞれを剤11分した。居住j戒に存在するものは，竪穴住居と

混在している場合，他の掘立柱建物とともに，あるいは単独で竪穴住居群から独立している場合，そ

して，ブnl~区画の I:I~ や外側に存在している場合の三つのパターンに分類した。墓域あるいは墓に存在

するものは，墓j設の-ifJに建っている場合と墓の!こに築かれている場合の二つのパターンに分類した

(設楽 2009) 。筆者は設楽の分類を一部踏襲したが，区部施設の種類ならびにその変遷に着 I~I するため

本稿中に示した分類とした。

7) 岸本道H(jは鹿児島と宮1[1奇の事例に梁行 3IMiという特徴があることを註でふれている(岸本 1998)。

8) 方形区画に臨まれた区域を総じて首長の)苦館と捉えることには批:1:1jもあるが(都出 1993). J爵辺にひ

ろがる集落内において階級的に上位の人びとによって営まれた区域である(寺沢 1998) と捉えること

の妥当性から，階級的に上位の人びとを表す用誌として首長をmし、た。

9) 設楽博己は，弥生時代の独立棟持柱建物の集落におけるあり方の推移から，古墳H寺代の事例に対して

探くは言及しないまでも，独立棟持柱建物が共同体全体の管理から首長j吾の台頭とともに特定柴田へ

の独占的管泣へと移っていったことを示している(設楽 2009)。

10)設楽博己は，基と独立制i持柱建物との関係性から，初笠の祭りの場である寝あるいは宗縮に類する性

格をこの建物に求めることも違和感はないとするが 穀物倉庫としての機能を否定することはできな
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いとしている(設楽 2009)。

11 )辰巳はタカドノにおける王権祭儀の内容を①春先に行われる i翠見，①秋における鹿I~!~JU@I札③ウケヒ

寝によるネIlli¥-[の授受B ①夢あわせ(夢占い)，⑤新嘗.③首長権(主権)継承と考察している。

参考文献

青棚i恭介 2003 ，導水施設考Jr古代学研究j第 160号 135-142貰

秋山浩三 2007 r弥生大形農耕集活の研究j青木番目

浅川滋男 1998 r奈良国立文化財研究所シンポジウム宇H.T::T 先史日本の住居とその間辺j1百j成社

小笠原好彦 1991 ，第 4if!i 集落遺跡;からみた古代の大型倉庫lrt:J直木孝次郎・小笠原好彦編 fクラと古

代王権j ミネルヴァ1M:房 65-85頁

i詰jEEI ~者百J 1999 rt!/I社建築の源流一古代日本にネIjlJj校建築はあったか(考古学研究会第 451D];j{会講演 'li)f

究報告)Jr考古学研究j第 46号第 21l1J. 36-52頁

小Y!1'EI]香ほか 2006 r町村遺跡群]1j高知l空港再拡旋盤1Hliに伴う山政文化財発指調査報告書ー第 9分11ll' i局

知県坦!議文化財七ンタ一発掘調査報告書:第 85集 (財)高知県文化財.，到・埋蔵文化財センター

鹿児島県教育委員会 1990 rtJiJ):1l!遺跡(第 6分1111.)1鹿児島県jl1L成文化材発掘詰:JliJ :'í1E *~R告書 (52) 一般国道

220 JjすJm)主バイパス建設に伴う発掘調査報告書 (lli) 鹿児島県教育委員会

金i共! 恕 1985 i弥生土保絵図における家屋の表現Jr国立控史民俗博物館研究報告j第7集 I@立歴史

民俗i専物館 63-77頁.

JII端 弘 1998 r伊勢遺跡第 28次発tl:1¥調査概要報告書j守U-I市文化財調査報告書第 681111 守LLJT!i教育委

員会

Jl1端 弘 2003 r伊勢遺跡確認調査報告書j守山市文化財調査報告書 守山市教青委員会

岸本道1I日 1998 ，1目立柱建物からみた弥生集落と首長一兵庫県と府辺の事例から-Jr考古学研究J第44

巻第 4号 79同91頁

近藤 広 1995 i集落内祭記と集落の企部性一近江の独立棟持柱付建物をもっ集落の検討-Jr滋賀考古ij

第 14号 45-61頁

(n~') 大阪文化財ーセンタ- 1985 r美!翠J 近畿自動車道天理~I次 EH~'JU建設にw う主!!.磁文化財発掘調査概要

報告書 (¥吋)大版文化財センター.

(財)大阪府文化財センタ- 2004 r史跡池上曽根 99 一平成 11年度史跡地上曽根遺跡整備事業遺跡調

査完了報告一 《第 i分1l1J'-本文編・付編)j和泉市教育委員会ー

(Jl~' )大阪府文化財センタ- 2007 rJニの山遺跡II 一般国道 i号バイパス(大阪北道路)・第二京阪道路

建設に伴う埋蔵丈化財発掘調査報告書Jmn大阪府文化財ーセンタ一部査報告書第!日集 (財)

大阪府文化財センター

(l!~' )徳島県出蔵文化財センタ 1993 nWI!1縦貰自動車道建設にド!とう埋蔵文化財発掘調査報告 3J徳島

県立Ii蔵文化財宇センター調査報告書第 3集 徳島県教育委員会・(財)徳島県埋蔵文化財センタ一

日本道路公団

(財)架束118'文化体育振興事業団 2001 r埋蔵文化財シンポジウム 邪馬台国時代の大型建物--I~鈎遺跡，

伊勢遺跡の謎に迫るー記録集J(財)栗東IllT文化体育振興事業団

佐賀市教育委員会 1989 r立野遺跡 村砲水遺跡 (C地区)j佐賀市文化財調査報告書第 24集佐賀市教

育委員会

佐原 奨 1996 ，弥生時代に神殿はなかったJr池上曽根遺跡シンポジウム 2 弥生の環濠者11T11と神殿ー

44 



弥生・古墳時代の独立棟持柱建物に関する考察

徹底討論 池上曽根遺跡一池上曽根遺跡史跡指定 20周年記念シンポジウム資料集i池上曽根遺跡

史跡指定 20周年記念事業実行委員会 8-9頁

三宮昌弘・河端 智 1999 r)~1支遺跡リ南i夜奈道路建設に伴う諦査 (財)大阪府文化財‘調査研究センター

調査報告書第 44集 (!~~. )大阪府文化財課査研究センター

滋賀県教育委員会事務局文化財保護謀・(}材)滋賀県文化財保護協会 1993 日十江川北 (ll)遺跡・吉武

城遺跡; (本文編)J一般国道 161号線(高島;'{イパス)建設に伴う新旭UD遺跡発掘調査報告書V

滋賀県教育委員会事務局文化財保護諜・(財)滋賀県文化財保護協会

静岡県考古学会 2002 r静岡県における弥生時代集落の変選J2001年度静岡県考古学会シンポジウム資

料集 静i河県考古学会.

設楽!専己 2009 1独立棟持柱建物と祖霊祭杷Jrl主立歴史民俗持物館研究報告j第 149柴 田立歴史民俗

博物館 55伴 90頁

鈴木敏民Ij 2006 1東海・関東における大型建物・方形区画の出現と展開む広瀬和維・伊庭功編 rEI本考古

学協会 2003 年度滋賀県大会シンポジウム l 弥生の大型建物とその展開jサンライズ出版株

式会社 73ω95貰

大成エンジニアリング(附埋蔵文化財調査部門 2012 r横日31号遺跡発掘調査報告書j吉IJ建ホーム株式会社

大東 惜 1999 11-4 大型建物(伊勢遺跡・下鈎遺跡・下長遺跡)Jr滋賀考古j第 21号 3ト40頁

武谷和彦.I苅 毅 1999 r平林遺跡;11豆j北茂安町文化財調査報告書第 8集北茂安IIf]"教育委員会.

辰巳和弘 1990 r高殿の古代学JI~I 水社

辻 信広 1999 r来日III山道遺跡j県営庄内地区ほ場整備事業に伴う埋蔵文化財発掘調査報告 名和町文化

財調査報告書第 24集 名和町教育委員会

者15出比呂志 1993 1古墳時代の豪族居館J朝尾直弘ほか『岩波講座 日本通史 第 2巻j岩波書応 309-

330頁

寺沢 蕪 1998 1古墳時代の首長j苦官官一階級と権力行使の場としての居館-Jr古代学研究j第 141号

1-21頁

ー豊田市郷土資料館 2010 r堂外戸遺跡j豊田市J.ill.議文化財発掘調査報告書第 44集第 2分im 豊田市教育

芳ミ i弓ム守
Zど」弐:z_，

永井宏幸ほか 2001 r志賀公園遺ー跡J愛知県埋蔵文化財ーセンター調査報告書第 90集 (1!オ)愛知県教育サー

ピXセンター・愛知県埋蔵文化財センター.

奈良県立橿原考古学研究所 2011 1秋津遺跡第 4次調査Jr奈良県遺跡調査概報 2010年度j奈良県立極

原考古学研究所 225ω250頁

浜松市博物館 1992 r位 q!~湖西岸遺跡群 本文編 u 佐Il!~湖西岸土地 IR回整理事業に伴う埋蔵文化財発揃!

調査報告 (H;J-)浜松市文化協会

原田大六 1991 r王子原弥生古墳 大 EI~貴の墓〈下巻)J 葦書房有 m~会社，

春j或秀ì~~ 1991 1描かれた建物Jr弥生11寺代の掘立柱建物一本編-J埋蔵文化財研究会第羽田研究集会実

行委員会 55-69頁

伴野幸一 1999 1トi 伊勢遺跡Jr滋賀考古j第 21号 13-17頁，

ÞI~路市埋蔵文化財センタ- 2009 r東前知l!遺跡・高座遺跡:J姫路市教育委員会

広瀬キIlb:Jt 1998 1クラから十Jjl殿へー古代カミ観念に関する一試論-J浅川滋男編『奈良侶立文化H:j'1iJj究所

シンポジウム報告 先史日本の住居とその周辺JJPJJ五社 326-35 J頁

広瀬和雄 2008 1弥生墳丘墓と神殿一前方後円墳祭杷と弥生墳丘墓祭町一Jrl主|士舘考古学j第 4号 I@ 

45 



iJJ 下{憂介

士舘大学考古学会 1-19頁

広瀬和t.fj~ ・伊庭 功 2006 r日本考古学協会 2003年度滋賀県大会シンポジウム! 弥生の大型建物とそ

の展開jサンライズ出版株式会社.

宮本長二J~HS 1986 I別稿 鳥羽遺跡の干Ijl殿建築についてJr鳥羽遺跡 G-H -11三 《本文編} -1羽越自動

車道(新潟線)地域埋蔵文化財発掘調査報告書こ第 11集-J群馬県教育委員会・(財)群馬県埋蔵

文化財調査事業問 772-777頁

宮本長二郎 1991 r弥生時代の掘立柱建物一本編一-.1埋蔵文化財研究会第 29図研究集会実行委員会

宮本長二郎 1996 r 1:1本原始古代の住居建築j中央公論美術出版

守山市教育委員会 1998 r伊勢遺跡、第 28次発掘調査概要報告書j守111ili教育委員会.

守LUi-I'i教育委員会 2001 r下長遺跡発掘調査報告書 lXj守山市文化財調査報告書 守山了li教育委員会.

八尾市教育委員会・生涯学習部文化財訟 2005 r八尾の文化財-i国指定史跡 心合寺山古墳JJ八尾市教

育委員会

米川仁- 2010 I古墳時代前期の豪族居館とその構造に関する一私見JH:J本基層文化論叢jh:itlll間

232時244頁

46 



弥生・古墳H寺代の独立棟持柱建物に関する考察

A Study of Buildings with Freestanding Munamochibashirαin Yayoi and Kofun Period 

Y.AMASH口、Aラ Yusuke

Research on buildings with freestanding munamochibashira excavated frol11 Yayoi and Kofun 

period sites has hitherto been characterised by the repetition of arguments based 011 familiar， 

representative examples. The result is that the interpretation of these distinctive examples has 

become the prevailing interpretation of these kinds of buildings as a whole. However， tbe marked 

increase in this type of building ullcovered in archaeological excavations in recent years has provided 

archaeologists with the opportunity to compare precise distinctions between buildings of this kind. 

Given the present state of the field， it can be argued that existing interpretations that have relied upon 

representative examples are insufiicient and， moreover， there is a need for new interpretations. For this 

reason， the following paper wil1 address the archaeological evidence for buildings with fr咽eestanding

mUI1αmochibαs-JlIrαby focusing on analysis of primary data drawn from a number of examples. With this 

methodology， this paper aims to fOI・ma 1110re probable interpretation of the character of buildings with 

freestanding munamochibashira， whilst attempting to reconstruct the strllcture of the societies that made 

use ofthem. 

This paper clarifies the charactelぢationof buildings with freestanding munamochibω~hira as above-

ground type bui/dings and， in addition， draws attention to tbe prescnce of a clear distinction between 

bllildings of this kind and those that surround them within se口lements.These observations are used to 

indicate the possibility that， in addition to their original， practical function as storehollses (kura)， these 

bllildings a1so flll日11ednon-everyday functions associated with agricultural rituals. Furthermore， an 

interpretation of the societies that used these buildings is attempted through analysis of the changes that 

took place in these strllctures during the Yayoi and Koflln period. Firstly， the observation that structures 

of this type accompanied by boundary features become particularly conspicllous in the Koflln period， in 

contrast with the earlier Yayoi period， is lIsed to disCllSS the existence of prominent social differentiation 

witbin Kofun period settlements viトかvisthe relatjvely relaxed social differentiation apparent in Yayoi 

period settlements. Secondly， it is noted tl1at the conspicllollS inter-settlement variations in buildings with 

freestanding munamochibashirα， present in the arcl1aeological record f1・omYayoi period settlements， 

are absent in structure examples found in the following Kofun period. Archaeological evidence for the 

existence of a prescribed standard for this type of bui lding， shared and recognised amongst Kofun period 

settlements is used to infer that the structure of Kofun period society was characterised by the buildings 

that were managed in accordance with principles that were shared on an inter-settlement level. 
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